
●平成２６年度　就学援助実施状況

44 38 13 5 31 25 24 11 0 4 38

茨城県 水戸市 教育委員会事務局学校教育課 029-306-8673 ○ ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.mito.lg.jp/

茨城県 日立市 日立市教育委員会　学務課 0294-23-9153 ○ ○ ○ http://www.city.hitachi.lg.jp/kyouiku/school/001/p001329.html

茨城県 土浦市 学務課 ０２９－８６２－１９３５ ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page000090.html

茨城県 古河市 教育部　教育総務課 0280-22-5111 ○ ○ ○ ○ http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/

茨城県 石岡市 教育委員会　教育総務課 ０２９９－４３－１１１１　内線１２５４ ○ ○ ○ ○ http://www.city.ishioka.lg.jp/

茨城県 結城市 学校教育課 ０２９６－３２－９９９７ ○ ○ http://www.city.yuki.lg.jp/page/page001223.html

茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市教育委員会教育総務課 0297-60-1561 ○ ○ ○ ○ http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp

茨城県 下妻市 学校教育課 ０２９６－４３－２１１１ ○ ○ ○ ○ http://www.city.shimotsuma.lg.jp/

茨城県 常総市 学校教育課 0297-44-6346 ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.joso.lg.jp/oshirase/boshu/1421306444271.html

茨城県 常陸太田市 教育総務課 0294-72-3111 ○ ○ ○ http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp

茨城県 高萩市 教育委員会教育総務課 ０２９３－２３－１１３１ ○ ○ ○ http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/

茨城県 北茨城市 教育総務課 ０２９３‐４３‐１１１１（内線４５１） ○ ○ ○ http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/

茨城県 笠間市 教育委員会学務課 0296(77)7474 ○ ○ ○ http://www.ed.city.kasama.ibaraki.jp/kyoiku/application/subsidy/entering-school.html

茨城県 取手市 教育委員会　学務給食課 ０２９７-７４-２１４１ ○ ○ ○ ○ http://www.city.toride.ibaraki.jp/

茨城県 牛久市 教育委員会教育総務課 029-873-2111（内線3013） ○ ○ ○ ○ www.city.ushiku.lg.jp/page/page003913.html

茨城県 つくば市 教育委員会事務局学務課 029－883－1111 ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/

茨城県 ひたちなか市 教育委員会学務課 029-273-0111（内線326） ○ ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/59/shugakuenjo.html

茨城県 鹿嶋市 教育委員会 0299-82-2911 ○ ○ ○ ○

茨城県 潮来市 教育委員会学校教育課 0299-63-1111内線364 ○ ○ ○ ○ http://www.city.itako.lg.jp/index.php?code=166

茨城県 守谷市 学校教育課 ０２９７－４５－１１１１（内線２８５） ○ ○ ○ http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/kyoiku/gakko/shochu/enjo.html

茨城県 常陸大宮市 教育委員会　学校教育課 0295-52-1111 ○ ○ ○ ○ http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/news.php?code=558&category=2

茨城県 那珂市 教育委員会　学校教育課 029-298-1111 ○
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茨城県 筑西市 学務課 0296-22-0181 ○ ○ http://www.city.chikusei.lg.jp/index.php?code=628

茨城県 坂東市 坂東市教育委員会　学校教育課 ０２９７－３５－２１２１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.bando.lg.jp/

茨城県 稲敷市 教育学務課 ０２９７－８７－３４２７ ○ ○ ○ ○ http://www.city.inashiki.lg.jp/page/page000659.html

茨城県 かすみがうら市 学校教育課 ０２９－８９７－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○ http://edu.city.kasumigaura.ibaraki.jp/gakkokyoikuka/?page_id=25

茨城県 桜川市 学校教育課 ０２９６－５５－１１９８ ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.sakuragawa.lg.jp/index.html

茨城県 神栖市 学務課 0479-44-6493 ○ ○ ○ ○ http://www.city.kamisu.ibaraki.jp

茨城県 行方市 教育委員会　学校教育課 0291-35-2111 ○ ○

茨城県 鉾田市 教育委員会　教育総務課 0291-37-4340 ○ ○

茨城県 つくばみらい市 教育委員会　学校教育課 0297-58-2111 ○ ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/sec/gakkou/12.htm

茨城県 小美玉市 学校教育課 0299-48-1111 ○ ○ ○ http://www.city.omitama.lg.jp/

茨城県 茨城町 学校教育課 ０２９－２９２－１１１１ ○ ○ ○ http://www.town.ibaraki.lg.jp

茨城県 大洗町 学校教育課 029-267-5111 ○ ○ http://www.town.oarai.lg.jp/viewer/info.html?idSubTop=5&id=1024&g=112

茨城県 城里町 教育委員会事務局 029-288-7010 ○

茨城県 東海村 東海村教育委員会　学校教育課 029-282-1711 ○ ○ ○ http://www.vill.tokai.ibaraki.jp/viewer/info.html?id=109

茨城県 大子町 学校教育課　 ０２９５－７９－０１７０ ○ ○ ○ http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page000819.html

茨城県 美浦村 教育委員会学校教育課 029-885-0340 ○ ○ ○ http://www.vill.miho.lg.jp/page/page001007.html

茨城県 阿見町 学校教育課 029-888-1111 ○ ○ ○ http://www.town.ami.lg.jp/0000000845.html

茨城県 河内町 教育委員会事務局　学校教育グループ 0297-84-3322 ○ ○

茨城県 八千代町 学校教育課 0296-48-1519 ○ ○ ○ www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp

茨城県 五霞町 教育委員会 0280（84）1462 ○ http://www.town.goka.lg.jp

茨城県 境町 教育委員会　学校教育課 ０２８０－８１－１３２５ ○ ○ http://www.town.sakai.ibaraki.jp

茨城県 利根町 学校教育課 0297-68-2211(内線303） ○ ○ http://www.town.tone.ibaraki.jp/dir.php?code=530
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茨城県 水戸市

茨城県 日立市

茨城県 土浦市

茨城県 古河市

茨城県 石岡市

茨城県 結城市

茨城県 龍ケ崎市

茨城県 下妻市

茨城県 常総市

茨城県 常陸太田市

茨城県 高萩市

茨城県 北茨城市

茨城県 笠間市

茨城県 取手市

茨城県 牛久市

茨城県 つくば市

茨城県 ひたちなか市

茨城県 鹿嶋市

茨城県 潮来市

茨城県 守谷市

茨城県 常陸大宮市

茨城県 那珂市

該当団体数

①都道府
県

②市町村名

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ

課税所得
等の分類

基準額の
時期

28 29 25 25 24 28 15 11 20 22 16 14 16 14 23 5 1 0 9

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4

給与収入
（税引き
前） 当該年度 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○
児童扶養手当一部支給所得制限限度額を所得基準と
し、住宅状況等その他総合的に考慮 15%未満

○ 1.2 その他 前々年度 約350 5%未満

○ 1.25 課税所得 前年度 292 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.6

給与収入
（税引き
前） その他 338 10%未満

○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き
前） 当該年度 294 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 前年度 250 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 当該年度 302 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き
前） 前年度 276 15%未満

○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 348 10%未満

○ 1.15 課税所得 当該年度 332 10%未満

○ 1.5 課税所得 当該年度 400 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き
前） 前年度 398 5%未満

○ 1.3 課税所得 その他 240 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 その他 260
その他教育委員会が特に援助の必要があると認めた
者 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 290 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

２．平成２６年度　準要保護の認定基準について

ソ又はタの基準（生活保護の基準額に一定
の係数を掛けたもの）を使用している場合
の，生活保護の基準額に掛ける倍率およ
び目安額

生活保護
法に基づ
く保護の
停止又は
廃止

市町村民
税の非課
税

市町村民
税の減免

国民年金
保険料の
免除

国民健康
保険法の
保険料の
減免また
は徴収の
猶予

児童扶養
手当の支
給

学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自
由してい
る者等で
保護者の
生活状態
がきわめ
て悪いと
認められ
るもの

経済的理
由による
欠席日数
が多い者

生活福祉
資金によ
る貸付

その他生活保護
の基準額
に一定の
係数を掛
けたもの
（生活保
護の基準
額が変わ
ると自動
的に要件
が変わる
もの）

生活保護
の基準額
に一定の
係数を掛
けたもの
（生活保
護の基準
額を参照
して額を
定めてい
るもの）

市区町村
民税（所得
割）課税最
低限度額
に一定の
係数を掛
けたもの

保護者が
職業安定
所登録日
雇労働者

P・T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

個人の事
業税の減
免

固定資産
税の減免

保護者の
職業が不
安定で，
生活状態
が悪いと
認められ
る者

目安額倍率 基準根拠市区町村
民税（均
等割）課
税最低限
度額に一
定の係数
を掛けた
もの

テ（その他）の場合の内容

平
成
2
5
年
度
要
保
護
・
準
要
保
護
就
学
援
助
率
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①都道府
県

②市町村名

茨城県 筑西市

茨城県 坂東市

茨城県 稲敷市

茨城県 かすみがうら市

茨城県 桜川市

茨城県 神栖市

茨城県 行方市

茨城県 鉾田市

茨城県 つくばみらい市

茨城県 小美玉市

茨城県 茨城町

茨城県 大洗町

茨城県 城里町

茨城県 東海村

茨城県 大子町

茨城県 美浦村

茨城県 阿見町

茨城県 河内町

茨城県 八千代町

茨城県 五霞町

茨城県 境町

茨城県 利根町

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ

課税所得
等の分類

基準額の
時期

２．平成２６年度　準要保護の認定基準について

ソ又はタの基準（生活保護の基準額に一定
の係数を掛けたもの）を使用している場合
の，生活保護の基準額に掛ける倍率およ
び目安額
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法に基づ
く保護の
停止又は
廃止

市町村民
税の非課
税

市町村民
税の減免

国民年金
保険料の
免除

国民健康
保険法の
保険料の
減免また
は徴収の
猶予

児童扶養
手当の支
給

学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自
由してい
る者等で
保護者の
生活状態
がきわめ
て悪いと
認められ
るもの

経済的理
由による
欠席日数
が多い者

生活福祉
資金によ
る貸付

その他生活保護
の基準額
に一定の
係数を掛
けたもの
（生活保
護の基準
額が変わ
ると自動
的に要件
が変わる
もの）

生活保護
の基準額
に一定の
係数を掛
けたもの
（生活保
護の基準
額を参照
して額を
定めてい
るもの）

市区町村
民税（所得
割）課税最
低限度額
に一定の
係数を掛
けたもの

保護者が
職業安定
所登録日
雇労働者

P・T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

個人の事
業税の減
免

固定資産
税の減免

保護者の
職業が不
安定で，
生活状態
が悪いと
認められ
る者

目安額倍率 基準根拠市区町村
民税（均
等割）課
税最低限
度額に一
定の係数
を掛けた
もの

テ（その他）の場合の内容

平
成
2
5
年
度
要
保
護
・
準
要
保
護
就
学
援
助
率

○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 当該年度 240 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

給与収入
（税引き
前） 前年度 285 5%未満

○ ○ 1.3

給与収入
（税引き
前） 前年度 367 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 250 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
準要保護の認定に、「特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額早見表」を利用。 10%未満

○ 1.3

給与収入
（税引き
前） 前々年度 289 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ 1.3 課税所得 前年度 298 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き
前） 前年度 310 5%未満

○ 1.4

給与収入
（税引き
前） 前々年度 326 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.25

給与収入
（税引き
前） その他 314 10%未満

○

　町独自の最低生活費を求める計算式を定めている。その計
算式にて算出した数値を参考に毎月開催される町教育委員
会にて最終的に認定・否認の決定をしている。 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他として，具体的に困窮している理由を記入してい
ただく 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 収入が少ないと思われる世帯。 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き
前） 前々年度 330 前年度の就学援助費受給 10%未満

○ 1.2

給与収入
（税引き
前） 当該年度 260 10%未満

○

生法に規定する保護基準額に準じた教育委員会が別に定める額に1.2倍をかけたもの。

(教育委員会が定める額＝生活扶助基準見直し前【平成24年度】の生活保護基準額）

生活扶助基準に伴う影響が及ばないよう、町規則を改正した。（平成26年4月から運用） 5%未満

○ ○ ○ ○ 1.29 その他 当該年度 272 10%未満

○ ○
・民生委員等が生活困窮と認めた者（所得額の基準な
し） 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 前年度 200 10%未満

○ ○ ○ 5%未満
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茨城県 水戸市

茨城県 日立市

茨城県 土浦市

茨城県 古河市

茨城県 石岡市

茨城県 結城市

茨城県 龍ケ崎市

茨城県 下妻市

茨城県 常総市

茨城県 常陸太田市

茨城県 高萩市

茨城県 北茨城市

茨城県 笠間市

茨城県 取手市

茨城県 牛久市

茨城県 つくば市

茨城県 ひたちなか市

茨城県 鹿嶋市

茨城県 潮来市

茨城県 守谷市

茨城県 常陸大宮市

茨城県 那珂市

該当団体数

①都道府
県

②市町村名

３．平成２６年度における生活扶助基準の見直しに伴う影響への対応

5 2 7 0 9 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○

○

問Ａ　生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの（生活保護の基準額が変わると自動的に要件が変わるもの）

ア．他の
認定基準
に該当す
るかを確
認

イ．学校
や教育委
員会で家
計等の状
況を個別
判断

ウ．25年
度に対象
であった
世帯等に
ついて
は，25年8
月以前の
基準を踏
まえて認
定

エ．特別
な事情の
ある世帯
について
は，別の
生活保護
基準額に
一定の係
数を掛け
た基準額
を用いて
認定

問Ａ－１　係数を見直したか 問Ａ－２ 問Ａ－３　問Ａ－２で対応している場合，どのような対
応を行っているか（複数回答）

問Ａ－４　問Ａ－２で対応を行っていない場合，経済的に困窮している児童生徒に対しての就学援
助制度以外の取組（複数回答）

オ．その
他

ア．スクー
ルソー
シャル
ワーカー
（以下「Ｓ
ＳＷ」の活
用

イ．ＳＳＷ
以外の外
部人材

ウ．貧困
対策に関
する資質
向上のた
めの教職
員研修

維持 上げた 影響なし エ．福祉
担当部局
等と連携
した取組

オ．福祉
担当部局
と連携し
た学習支
援などの
貧困対策
事業の実
施

生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
る」

生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
ない」

カ．就学
援助以外
の義務教
育段階の
保護者の
教育費負
担軽減事
業

キ．子供
医療費助
成制度

ク．対象
者への手
厚い支援

ケ．その
他

その他検討中
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①都道府
県

②市町村名

茨城県 筑西市

茨城県 坂東市

茨城県 稲敷市

茨城県 かすみがうら市

茨城県 桜川市

茨城県 神栖市

茨城県 行方市

茨城県 鉾田市

茨城県 つくばみらい市

茨城県 小美玉市

茨城県 茨城町

茨城県 大洗町

茨城県 城里町

茨城県 東海村

茨城県 大子町

茨城県 美浦村

茨城県 阿見町

茨城県 河内町

茨城県 八千代町

茨城県 五霞町

茨城県 境町

茨城県 利根町

３．平成２６年度における生活扶助基準の見直しに伴う影響への対応
問Ａ　生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの（生活保護の基準額が変わると自動的に要件が変わるもの）

ア．他の
認定基準
に該当す
るかを確
認

イ．学校
や教育委
員会で家
計等の状
況を個別
判断

ウ．25年
度に対象
であった
世帯等に
ついて
は，25年8
月以前の
基準を踏
まえて認
定

エ．特別
な事情の
ある世帯
について
は，別の
生活保護
基準額に
一定の係
数を掛け
た基準額
を用いて
認定

問Ａ－１　係数を見直したか 問Ａ－２ 問Ａ－３　問Ａ－２で対応している場合，どのような対
応を行っているか（複数回答）

問Ａ－４　問Ａ－２で対応を行っていない場合，経済的に困窮している児童生徒に対しての就学援
助制度以外の取組（複数回答）

オ．その
他

ア．スクー
ルソー
シャル
ワーカー
（以下「Ｓ
ＳＷ」の活
用

イ．ＳＳＷ
以外の外
部人材

ウ．貧困
対策に関
する資質
向上のた
めの教職
員研修

維持 上げた 影響なし エ．福祉
担当部局
等と連携
した取組

オ．福祉
担当部局
と連携し
た学習支
援などの
貧困対策
事業の実
施

生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
る」

生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
ない」

カ．就学
援助以外
の義務教
育段階の
保護者の
教育費負
担軽減事
業

キ．子供
医療費助
成制度

ク．対象
者への手
厚い支援

ケ．その
他

その他検討中

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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茨城県 水戸市

茨城県 日立市

茨城県 土浦市

茨城県 古河市

茨城県 石岡市

茨城県 結城市

茨城県 龍ケ崎市

茨城県 下妻市

茨城県 常総市

茨城県 常陸太田市

茨城県 高萩市

茨城県 北茨城市

茨城県 笠間市

茨城県 取手市

茨城県 牛久市

茨城県 つくば市

茨城県 ひたちなか市

茨城県 鹿嶋市

茨城県 潮来市

茨城県 守谷市

茨城県 常陸大宮市

茨城県 那珂市

該当団体数

①都道府
県

②市町村名

0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生活扶助基準の見直しに伴う影響がでないよう、認定の基準につい
ては平成２４年度生活保護基準額票に基づき算出している。

基準額の時期を変更

○

２５年度中は、２５年８月以前の基準を踏まえて認定し
た。

・基準額の時期を変更（就学援助申請者全員を対象と
して、平成25年8月以前の生活扶助基準を運用してい
る。）

○ 基準額の時期を変更

基準額の時期を変更

就学援助申請者全員を対象として基準の運用を変更

問Ｂ　生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの（生活保護の基準額を参照して額を定めているもの） 問Ｃ　補足事項等
問B－４　問Ｂ－２で対応を行っていない場合，経済的に困窮している児童生徒に対しての就学援
助制度以外の取組（複数回答）

問Ｂ－１　認定基準額を下げたか 問B－２ 問B－３　問Ｂ－２で対応している場合，どのような対
応を行っているか（複数回答）

影響なし下げてい
ない

下げた ア．スクー
ルソー
シャル
ワーカー
（以下「Ｓ
ＳＷ」の活
用

その他 生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
る」

ウ．25年
度に対象
であった
世帯等に
ついて
は，25年8
月以前の
基準を踏
まえて認
定

エ．特別
な事情の
ある世帯
について
は，別の
生活保護
基準額に
一定の係
数を掛け
た基準額
を用いて
認定

検討中 生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
ない」

ア．他の
認定基準
に該当す
るかを確
認

イ．学校
や教育委
員会で家
計等の状
況を個別
判断

オ．その
他

ケ．その
他

イ．ＳＳＷ
以外の外
部人材

ウ．貧困
対策に関
する資質
向上のた
めの教職
員研修

エ．福祉
担当部局
等と連携
した取組

オ．福祉
担当部局
と連携し
た学習支
援などの
貧困対策
事業の実
施

カ．就学
援助以外
の義務教
育段階の
保護者の
教育費負
担軽減事
業

キ．子供
医療費助
成制度

ク．対象
者への手
厚い支援
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①都道府
県

②市町村名

茨城県 筑西市

茨城県 坂東市

茨城県 稲敷市

茨城県 かすみがうら市

茨城県 桜川市

茨城県 神栖市

茨城県 行方市

茨城県 鉾田市

茨城県 つくばみらい市

茨城県 小美玉市

茨城県 茨城町

茨城県 大洗町

茨城県 城里町

茨城県 東海村

茨城県 大子町

茨城県 美浦村

茨城県 阿見町

茨城県 河内町

茨城県 八千代町

茨城県 五霞町

茨城県 境町

茨城県 利根町

問Ｂ　生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの（生活保護の基準額を参照して額を定めているもの） 問Ｃ　補足事項等
問B－４　問Ｂ－２で対応を行っていない場合，経済的に困窮している児童生徒に対しての就学援
助制度以外の取組（複数回答）

問Ｂ－１　認定基準額を下げたか 問B－２ 問B－３　問Ｂ－２で対応している場合，どのような対
応を行っているか（複数回答）

影響なし下げてい
ない

下げた ア．スクー
ルソー
シャル
ワーカー
（以下「Ｓ
ＳＷ」の活
用

その他 生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
る」

ウ．25年
度に対象
であった
世帯等に
ついて
は，25年8
月以前の
基準を踏
まえて認
定

エ．特別
な事情の
ある世帯
について
は，別の
生活保護
基準額に
一定の係
数を掛け
た基準額
を用いて
認定

検討中 生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
ない」

ア．他の
認定基準
に該当す
るかを確
認

イ．学校
や教育委
員会で家
計等の状
況を個別
判断

オ．その
他

ケ．その
他

イ．ＳＳＷ
以外の外
部人材

ウ．貧困
対策に関
する資質
向上のた
めの教職
員研修

エ．福祉
担当部局
等と連携
した取組

オ．福祉
担当部局
と連携し
た学習支
援などの
貧困対策
事業の実
施

カ．就学
援助以外
の義務教
育段階の
保護者の
教育費負
担軽減事
業

キ．子供
医療費助
成制度

ク．対象
者への手
厚い支援

基準額の時期を変更

目安額については、世帯が5万円の賃借物件に居住し
ていると想定して算定している。
基準額の時期を変更

「Ⅲ１準要保護の認定基準」で「ソ」に○をした→ソに該
当するのは今年度からであるため、見直しは行ってい
ない。

○

基準額の時期を変更。
平成２６年度から所得基準を見直し、認定要件を緩和した。
生活保護基準の見直しに係る影響はない。

　城里町では、申請者の最低生活費を算出し、その数値を基準に毎月開催される町教育委

員会定例会にて認定している。なお、基準についてだが、26年度に最低生活費の基準を定

め､それまでは最低生活費等基準は設けておらず、申請書等（民生委員の所見等）を参考に

町教育委員会にて判断していた。

認定基準イ～キ，ケ～サ，セに準じる世帯，未申告で
非課税になっていない世帯。

○

生活扶助基準の見直しに伴う影響が生じないよう、「生法に規定する保護基準に準じた教育

委員会が定める額に1.2倍を掛けたもの」を認定基準とする町規則の改正を行い、平成26年

4月から運用している。教育委員会が定める額とは、生活扶助基準見直し前の平成24年度

の生活保護基準額。

○

生活扶助基準額の見直しによる影響がでないよう、３年間係
数を追加し段階的に新基準に合わせる対応をしています。
基準額の時期を変更。

申請方法や認定基準等の見直しを含め，要綱を新規
策定予定
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